
昭和 61 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

28年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

事業評価票

80
監察医務院管理運営事業費の見直し 事 業 開 始

（福祉保健局医療政策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

○　死体解剖保存法に基づき、東京都23区内で発生し
　た死因不明の急性死や事故死等について、監察医務
　院を設置し、死体の検案・解剖を実施している。

○　本業務により、死因を明らかにし、公衆衛生の向
　上を図るとともに、医学の教育研究に寄与する。

○　平成26年７月より、検案・解剖業務を行うに当たり
　ＣＴ装置を導入し画像診断を行い死因究明の精度向上
　を図っている。

○　ＣＴ装置に搭載される部品は高額となることから別
　途保守契約を結んでいるが、Ｘ線管球の交換について
　は他施設の実績を勘案した上で、保守契約の範囲外と
　して別途購入することとしていた。

○　実際に運用を開始したところ、腐敗死体や水死体等
　を扱うこと等によってＣＴ装置に与える影響が当初想
　定していた以上に大きいため、故障頻度が高くなり、
　３年以内にはＸ線管球交換が確実に生じることが判明
　した。

○　このため、保守契約プランを見直す必要がある。

○　27年度予算においては、他施設での使用実績を勘案
　した保守契約額としていたが、今後は、運用実績に合
　わせて経費を見直していく必要がある。

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　平成26年度実績
　・　検案　　　13,548体
　・　解剖 　　　2,326体
  ・　論文発表件数　77件

○　主な業務内容
　・　警察からの要請に基づく死因不明の急性死や事
    故死等の検案及び解剖
　・　正確な死因統計による公衆衛生の向上
　・　監察医の養成及び補助教育並びに医療従事者に
    対する研修活動

その他

○　１年あたりの保守契約額は増額となるが、フルコス
　トで比較すると、経費縮減が行われているため、見積
  額のとおり予算計上する。

歳
入

26年度決算額

死体解剖保存法、監察医を置くべき地域を定
める政令

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

－ 

○　保守契約についてＸ線管球交換も含めたプランへの
　変更を行うことで、保守契約は増額となるが、その分
　管球交換代が不要となるため、フルコスト（３カ年）
　で経費縮減を図る。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

28年度見積額 － 28年度見積額 42,906 千円

歳
出

26年度決算額 7,917 千円

27年度予算額 － 27年度予算額 36,966 千円

42,906 

歳入 28年度予算額 － 

歳出 28年度予算額

◆保守契約の見直しによるフルコスト比較
（単位：千円）

区　　分
保守費用

（１年分）
Ｘ線管球
交換費用※

３年間合計

現在の契約 18,360 38,880 93,960

見直し後の契約 24,300 0 72,900

増△減 5,940 △ 38,880 △ 21,060

※　Ｘ線管球の交換は３年に１回を想定
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